
議案第５号 

 

 

 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例制定のこと 

 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例を次のように制定する。 

 

令和８年２月１９日提出 

 

 

 

                明石市長   丸  谷  聡  子 

 



特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例第２４

号）の一部を次のように改正する。 

改   正 現   行 

別表（第１条関係） 別表（第１条関係） 

 
区分 報酬の額 旅費の額 

  
区分 報酬の額 旅費の額 

 

 （略）   （略）  

 
学校薬剤師 １校（園）あた

りの年額 

158,000円 

（略） 

  
学校薬剤師 １校（園）あた

りの年額 

156,000円 

（略） 

 

 （略）   （略）  

  

備考 

１ 改正部分は、下線の部分である。 

２ 改正の欄に「（削 る）」とある場合は、現行の欄の改正部分を削る。 

３ 現行の欄に「（新 設）」とある場合は、改正の欄の改正部分を加える。 

 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

本案は、兵庫県の学校薬剤師の報酬の取扱いに準じて、本市の学校薬剤師の報酬の改定を

行うため、条例の一部を改正しようとするものである。 
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